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第1章 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること
を目的として、「特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR
法）」が、平成 11(1999) 年７月に公布されました。

平成 21（2009）年度は、本県内の法に基づく届
出数は 851 件あり、大気への排出量で、トルエン、キシ
レン等の溶剤類が多く排出されました。

（1）ダイオキシン類環境調査の実施
平成 18(2006) 年度に朝日町内の農用地におい

て判明した土壌環境基準値 (1,000pg-TEQ/g) を
超過したことについては、平成 19(2007) 年度に周
辺農地を調査し、汚染範囲を確定するとともに、県の
監視監督のもと、汚染原因と推測された事業者によ
る対策工事が実施されていましたが、平成 20 年４月
に終了しました。

また、県が対策工事後に対策効果確認調査を平
成 21（2009）年度に行ったところ、環境基準を満た
していました。

（2）土壌汚染対策法による規制
土壌の汚染状況の把握、土壌汚染による人の健

康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実
施するため、平成 15(2003) 年２月に土壌汚染対策
法が施行されました。

この法律では、土壌汚染の状況の調査の機会とし
て、①有害物質使用特定施設の使用廃止時（法第
３条）②土壌汚染により健康被害が生ずるおそれが
あると知事が認めるとき（法第４条）を定めています。

また、①、②の調査で土壌汚染が基準に適合しな
い場合は、その土地を指定区域とします。

県内（政令市である四日市市を除く）における法
施行後の実績（Ｈ22.3.31 現在）は、次のとおりで
す。

法第 3 条の調査結果報告 3 件
法第 4 条の調査命令 0 件
指定区域の指定 0 件

（3）三重県生活環境の保全に関する条例による規制
土壌汚染の早期発見及び拡散防止並びに土壌

地下水・土壌汚染対策の推進3

3−1土壌汚染物質モニタリング体制の確立

汚染対策法の円滑な施行のため、三重県生活環境
の保全に関する条例を一部改正し、平成 16(2004)
年 10月から施行しています。その内容は、大規模土
地形質変更時の土地履歴調査及びそれに基づく土
壌・地下水調査や、有害物質使用特定施設を設置す
る工場等に対する土壌・地下水調査を義務づけてい
ます。

また、土壌・地下水汚染を発見した場合は、知事へ
届け出ることとしています。

平成 21(2009) 年度の汚染発見の届出は 6 件
ありましたが、県は立入検査を実施し、汚染の浄化
等、適正な措置を指導しました。

（4）ゴルフ場の維持管理指導
ゴルフ場における農薬の安全で適正な使用を確保

し、ゴルフ場及びその周辺地域の環境保全、災害の
防止を図るため、「ゴルフ場の維持管理に関する指導
要綱」に基づきゴルフ場事業者から維持管理状況
等の報告を求めるなど、ゴルフ場の適正な維持管理
の指導を行っています。

（5）ゴルフ場における農薬の適正使用
農薬の適正使用・保管については、「ゴルフ場の維

持管理に関する指導要綱」、「ゴルフ場の維持管理に
関する指導要綱の取扱いについて」に基づき、

・登録農薬の使用
・農薬表示事項の遵守
・危被害防止対策
・農薬の適正保管

などの調査、点検を実施するとともに、農薬使用
管理責任者等を対象に「芝草管理研修会」や「農
薬管理指導士研修会」等を開催し、ゴルフ場関係者
の資質向上に努めています。また、農薬の適正使用
による周辺環境の安全確保という観点に立って、「ゴル
フ場における病害虫、雑草安全防除指針」を策定し
適用しています。

なお、平成 21（2009）年度は、10 月13日〜11
月17日にかけて県内 22 ゴルフ場を対象に農薬の
保管管理状況等のパトロールを実施しました。
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